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大阪社保協介護保険対策委員会委員

特別養護老人ホームいのこの里 山本 智光



2024年介護報酬改定の概要
介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえたメリ

ハリのある対応を行うことで、全体で＋1.59％（国費432億円）を確保。

改定率 1.59％
（内訳）介護職員の処遇改善分 ＋０．９８％（令和６年６月施行）

その他の改定率（※） ＋０．６１％
※賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準

• また、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として＋０．
４５％相当の改定が見込まれ、合計すると＋２．０４％相当の改定となる
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Ⅰ．地域包括ケアシステムの深化・推進

Ⅱ．自立支援・重度化防止に向けた対応

Ⅲ．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

Ⅳ．制度の安定性・持続可能性の確保

Ⅴ.  その他
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出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会資料より



4出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会資料より



5出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会資料より
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これ以前（2011
年10月）に全額
公費で、介護職
員処遇改善交付
金が実施された

出典：第233回社会保障審議会介護保険給付費分科会資料より



7出典：第233回社会保障審議会介護保険給付費分科会資料より

注目



8出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



9出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



10出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



2024年介護報酬改定ポイント 特養
① 基本報酬の見直し （従来型個室・多床室）
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2012年改定
（従来型）

2015年改定
（従来型） 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減

要介護１ 580単位 547単位 557単位 559単位 573単位 589単位 +16単位

要介護２ 651単位 614単位 625単位 627単位 641単位 659単位 +18単位

要介護３ 723単位 682単位 695単位 697単位 712単位 732単位 +20単位

要介護４ 794単位 749単位 763単位 765単位 780単位 802単位 +22単位

要介護５ 863単位 814単位 829単位 832単位 847単位 871単位 +24単位

② 基本報酬の見直し （ユニット型個室）

2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減

要介護１ 663単位 625単位 636単位 638単位 652単位 670単位 +18単位

要介護２ 773単位 691単位 703単位 705単位 720単位 740単位 +20単位

要介護３ 807単位 762単位 776単位 778単位 793単位 815単位 +22単位

要介護４ 877単位 828単位 843単位 846単位 862単位 886単位 +24単位

要介護５ 947単位 894単位 910単位 913単位 929単位 955単位 +26単位



12出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



13出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



14出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



15出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



16出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



17出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



18出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



19出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会の設置の義務付け

【短期入所系サービス・居住系サービス・多機能系サービス・施設系サービス】

•介護現場における生産性の向上に資する取組の促
進を図る観点から、現場における課題を抽出およ
び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者
の安全ならびに介護サービスの質の確保および職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員
会の設置を義務付ける。

•その際、３年間の経過措置期間を設ける。

20出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



21出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



①基本報酬の見直し （併設型・従来型個室）
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2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減
要支援1 455単位 433単位 437単位 438単位 446単位 451単位 +5単位

要支援2 566単位 538単位 543単位 545単位 555単位 561単位 +6単位

要介護１ 609単位 579単位 584単位 586単位 596単位 603単位 +7単位

要介護２ 679単位 646単位 652単位 654単位 665単位 672単位 +7単位

要介護３ 751単位 714単位 722単位 724単位 737単位 745単位 +8単位

要介護４ 821単位 781単位 790単位 792単位 806単位 815単位 +9単位

要介護５ 890単位 846単位 856単位 859単位 874単位 884単位 +10単位

②基本報酬の見直し （併設型・ユニット型）

2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減
要支援1 533単位 508単位 512単位 514単位 446単位 529単位 +6単位

要支援2 662単位 631単位 636単位 638単位 555単位 656単位 +7単位

要介護１ 711単位 677単位 682単位 684単位 696単位 704単位 +8単位

要介護２ 781単位 743単位 749単位 751単位 764単位 772単位 +8単位

要介護３ 854単位 814単位 822単位 824単位 838単位 847単位 +9単位

要介護４ 924単位 880単位 889単位 892単位 908単位 918単位 +10単位

要介護５ 993単位 946単位 956単位 959単位 976単位 987単位 +11単位

2024年介護報酬改定ポイント ショートステイ



23出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



24出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



25出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



26出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



27出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



①基本報酬の見直し （多床室・基本型）
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2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減
要介護１ 786単位 768単位 771単位 755単位 788単位 793単位 +5単位
要介護２ 834単位 816単位 819単位 823単位 836単位 843単位 +7単位
要介護３ 897単位 877単位 880単位 884単位 898単位 908単位 +10単位
要介護４ 950単位 928単位 931単位 935単位 949単位 961単位 +12単位
要介護５ 1003単位 981単位 984単位 989単位 1003単位 1012単位 +9単位

（多床室・在宅強化型）

2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減
要介護１ 819単位 812単位 818単位 822単位 836単位 871単位 +35単位
要介護２ 893単位 886単位 892単位 896単位 910単位 947単位 +37単位

要介護３ 956単位 948単位 954単位 959単位 974単位 1014単位 +40単位
要介護４ 1012単位 1004単位 1010単位 1015単位 1030単位 1072単位 +42単位
要介護５ 1068単位 1059単位 1065単位 1070単位 1085単位 1125単位 +40単位

2024年介護報酬改定ポイント 老人保健施設①



①基本報酬の見直し （ユニット型個室・基本型）
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2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減
要介護１ 789単位 774単位 777単位 781単位 796単位 802単位 +6単位
要介護２ 836単位 819単位 822単位 826単位 841単位 848単位 +7単位
要介護３ 900単位 881単位 884単位 888単位 903単位 913単位 +10単位
要介護４ 953単位 934単位 937単位 941単位 956単位 968単位 +12単位
要介護５ 1006単位 985単位 988単位 993単位 1009単位 1018単位 +9単位

（ユニット型個室・在宅強化型）

2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減
要介護１ 822単位 816単位 822単位 826単位 841単位 876単位 +35単位
要介護２ 896単位 890単位 896単位 900単位 915単位 952単位 +37単位

要介護３ 959単位 952単位 958単位 962単位 978単位 1018単位 +40単位
要介護４ 1015単位 1008単位 1014単位 1019単位 1035単位 1077単位 +42単位
要介護５ 1071単位 1063単位 1069単位 1074単位 1090単位 1130単位 +40単位

2024年介護報酬改定ポイント 老人保健施設②



30出典：第221回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



31出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



32出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



33出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



34出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



35出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



36出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



①基本報酬の見直し （認知症対応型共同生活介護費Ⅰ） 1ユニット

37

2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減
要介護１ 805単位 759単位 759単位 761単位 764単位 765単位 +1単位
要介護２ 843単位 795単位 795単位 797単位 800単位 801単位 +1単位
要介護３ 868単位 818単位 818単位 820単位 823単位 824単位 +1単位
要介護４ 886単位 835単位 835単位 837単位 840単位 841単位 +1単位
要介護５ 904単位 852単位 852単位 854単位 858単位 859単位 +1単位

（認知症対応型共同生活介護費Ⅱ） ２ユニット以上

2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減
要介護１ 792単位 747単位 747単位 749単位 752単位 753単位 +1単位
要介護２ 830単位 782単位 782単位 784単位 787単位 788単位 +1単位

要介護３ 855単位 806単位 806単位 808単位 811単位 812単位 +1単位
要介護４ 872単位 822単位 822単位 824単位 827単位 828単位 +1単位
要介護５ 890単位 838単位 838単位 840単位 844単位 845単位 +1単位

2024年介護報酬改定ポイント 認知症対応型共同生活介護



38出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



39出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



40出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



①基本報酬の見直し

41

2012年改定 2015年改定 2018年改定 2019年改定 2021年改定 2024年改定 増減

要介護１
560単位 533単位 534単位 536単位 538単位 542単位 +4単位

要介護２
628単位 597単位 599単位 602単位 604単位 609単位 +5単位

要介護３
700単位 666単位 668単位 671単位 674単位 679単位 +5単位

要介護４
768単位 730単位 732単位 735単位 738単位 744単位 +6単位

要介護５
838単位 798単位 800単位 804単位 807単位 813単位 +6単位

2024年介護報酬改定ポイント 特定入居者生活介護



42出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



43出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



44出典：第239回社会保障審議会介護保険給付費分科会より



生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準
の特例的な柔軟化 【特定入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者介護】

• 特定施設ごとに置くべき看護職員および介護職員の合計数について、要件を満たす場合は、「常勤換
算方法で、要介護者である利用者の数が３（要支援者の場合は１０）またはその端数を増すごとに０.
９以上であること」とすることとする。

45

利用者 介護職員
（＋看護職員）

３人
（要支援の場合10人）

１人

利用者 介護職員
（＋看護職員）

３人
（要支援の場合10人） 0.9人

【現行】

【改定後（特例的な基準の新設）】 【安全対策の具体的要件】
①職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
②緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確
保等）
③機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
④職員に対する必要な教育の実施
⑤訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

【要件】
①利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減
に資する方策を検討するための委員会において必要な安全対
策について検討等していること
②見守り機器等のテクノロジーを複数活用していること
③職員間の適切な役割分担の取組等をしていること
④上記取組により介護サービスの質の確保および職員の負担
軽減が行われていることがデータにより確認されること

3ヵ月以上の試行
が必要



介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間におけ
る人員配置基準の緩和 【短期入所療養介護・介護老人保健施設】

【要件】
①全ての利用者に見守りセンサーを導入していること
②夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
③安全体制を確保していること

46

• 令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間にお
ける人員配置基準の緩和と同様に、介護老人保健施設（ユニット型除く）及び短期入所療養介護の夜
間の配置基準について見直しを行う。

配置人員数
2人以上
利用者等の数が40人以下で緊急時の連絡体制

を常時整備している場合は1人以上

配置人員数
1.6人以上
利用者等の数が40人以下で緊急時の連絡体制

を常時整備している場合は1人以上

3ヵ月以上の試行
が必要

【現行】

【改定後】

【安全対策の具体的要件】
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減
に資する方策を検討するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確
保等）
④機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施



認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護】

47

• 令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間職員
配置加算の見直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算の見直しを行う。

夜間支援体制加算（Ⅰ） 50単位（1ユニットの場合）

夜間支援体制加算（Ⅱ） 25単位（2ユニット以上の場合）

【現行】※改定後も単価は変更なし

【要件】

夜勤職員の最低基準（1ユニット一人）への加配人数 見守り機器の利用者
に対する導入割合 その他の要件

現行 事業所ごとに常勤換算方法で一人以上の夜勤職員又
は宿直職員を加配すること

新設 事業所ごとに常勤換算方法で0.9人以上の夜勤職員を
加配すること 10％

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設
置し、必要な検討等が行われていること

※全ての開所日において夜間及び深夜の時間帯の
体制が人員配置基準を上回っていること。
※ 宿直職員は事業所内での宿直が必要。
※ 併設事業所と同時並行的に宿直勤務を行う場
合には算定対象外（それぞれに宿直職員が必要）



補足給付（基準費用額居住費）の見直し（その１）
【短期入所系サービス・施設系サービス】

【基準費用額の見直し】 令和6年8月1日施行

48

• 令和4年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇し
ており、生活する者との負担の均衡を図る観点や令和5年度介護経営実態調査の費用の状況等を
総合的に勘案し、基準費用額（居住費）を60円/日引き上げる。
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基準費用額
1171円

基準費用額
1231円

基準費用額が60円
引き上げられる補
足給付は351円と
変わらず、利用者

負担60円増


グラフ1

		改定前		改定前

		改定後		改定後



利用者負担額

補足給付額（特定入所生活介護ｻｰﾋﾞｽ費）

基準費用額（居住費）の見直し
特養従来型個室利用者　負担段階3－②の場合

[]

[]

820

351

880

351



Sheet1

				利用者負担額 リヨウシャフタンガク		補足給付額（特定入所生活介護ｻｰﾋﾞｽ費） ホソクキュウフガクトクテイニュウショセイカツカイゴヒ		系列 3

		改定前 カイテイマエ		820		351		2

		改定後 カイテイゴ		880		351		2

		カテゴリ 3		3.5		1.8		3

		カテゴリ 4		4.5		2.8		5







補足給付（基準費用額居住費）の見直し（その２）
【短期入所系サービス・施設系サービス】

【室料負担を求める多床室の入所者について】
①Ⅱ型介護医療院の多床室の入所者
②「その他型」※1及び「療養型」の老健の多床室の入所者
③いずれも８㎡/人以上に限る 50

【老健多床室の室料負担基準費用額の見直し】 令和7年8月1日施行

※１「その他型」
超強化型、在宅強化型、加算型、基本型の

いずれに関する要件も満たさない老健
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ご静聴ありがとうございました。
http://www. kobatokai.jp/

http://www.kouikirengo-osaka.jp/
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